
 

 
 

 

 

 

 

埼玉県等が実施する、「母子家庭高等職業訓練促進給付金」及

び「父子家庭高等職業訓練促進給付金」を活用して養成機関に在

学し、就職に有利な資格取得を目指すひとり親家庭の親に対し、

入学準備金・就職準備金を貸し付けることで修学を支援しま

す。 この貸付金は、養成機関を修了し、資格取得した日から１

年以内に、その資格を活かして埼玉県内で就職し、 

５年間従事した場合、返還の債務が全額免除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

※ さ いた ま 市に お住ま い の方 は 、さ いたま 市 社会 福 祉協 議会に お 申し 込 みく ださ い 。

 

 

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 

 

 

 

 

 
（貸付の概要） 

対 象 者：高等職業訓練促進給付金を受けているひとり親家庭の親 

貸  付  額：入学準備金：５０万円以内 

（例：入学金・教材費等の納付金、学用品等） 

      就職準備金：２０万円以内 

       （例：転居費用、被服費、移動用自転車等） 

利   子：保証人あり：無利子 

保証人なし：返還の債務の履行猶予期間は無利子ですが、履行猶予

期間経過後は年 1.0％の利子がつきます。 

返還免除：養成機関を卒業後、埼玉県内で、取得した資格が必要な業務に、 

５年間従事した場合、貸付金の返還が免除されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

○問い合わせ先○ 

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会 資金課 

TEL:０４８－８２２－１１９２ 

埼玉県 福祉部 少子政策課 手当・ひとり親家庭支援担当 

TEL:０４８－８３０－３３３７ 
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